
川崎市老人クラブ連合会補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域社会における老人クラブ活動の健全な発展を促進するため、

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会（以下「市老連」という。）及び各区・各地区

老人クラブ連合会（以下「区老連」という。）が実施する事業等に要する経費（以下

「補助金」という。）を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象） 

第２条 この補助金の交付の対象となる補助事業は、本市会計期間（４月１日から翌

年３月３１日まで）に市老連及び区老連が行う事業とし、対象となる経費は別表に

掲げるとおりとする。 

（補助金の額） 

第３条 市長は、別表の補助基準額の範囲において補助金を交付する。 

（交付方法） 

第４条 区老連への補助金は、市老連を通じて区老連に交付するものとする。 

２ 交付方法は、市老連の運営資金等の状況により必要と認められる場合は、概算払

いとすることができるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 市老連は、補助金の交付申請に当たり、次に掲げる書類を市長に提出するも

のとする。 

（１） 川崎市老人クラブ連合会補助金交付申請書（第１号様式） 

（２） 友愛チーム補助金交付申請書（第１号様式の２） 

（３） 市老連・区老連活動促進費補助金交付申請書（第１号様式の３） 

（４） 事業計画書 

（５） 収支予算書 

（６） 川崎市老人クラブ連合会役員名簿 

（７） 川崎市老人クラブ連合会定款 

（８） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、交付

する補助金の額を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金の額を決定したときは、川崎市老人クラブ連合

会補助金交付決定通知書兼指令書（第２号様式）、友愛チーム補助金交付決定通知書

兼指令書（第２号様式の２）及び市老連・区老連活動促進費補助金交付決定通知書兼

指令書（第２号様式の３）により市老連に通知する。 

（市内中小企業への優先発注） 

第７条 補助金等の交付決定額が１，０００，０００円を超え、かつ指定団体が補助事

業等に係る物品及び役務の調達等を行う場合において、次のいずれかに該当するとき

は、市内中小企業者（川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年規則第７号）  



第５条第２項にいう中小企業者。以下同じ。）により入札を行い、又は２者以上の市

内中小企業者から見積書の徴収を行わなければならない。ただし、市長が契約の性質

上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がないと認める場合は、この限

りでない。 

（１）１件の金額が１，０００，０００円を超えるとき 

（２）その他市長が必要と認めるとき 

（実績報告） 

第８条 市老連は、当該年度の事業が終了した日から起算して３０日以内に、次に掲げ

る書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 川崎市老人クラブ連合会補助金実績報告書（第３号様式） 

（２） 友愛チーム補助金実績報告書（第３号様式の２） 

（３） 市老連・区老連促進費補助金実績報告書（第３号様式の３） 

（４） 収支決算書 

（５） 事業報告書 

（６） 発注実績報告書（第５号様式） 

（７） 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第６号様式） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第３号に定める発注実績報告書については、対象経費のうち、１件の金額が

１，０００，０００円を超える支出となる案件について記載するものとし、第７条

の規定により市内中小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者から見積

書を徴収した場合は、結果の分かる書類の写しを添付するものとする。 

３ 市老連は、市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市内中小企業者である

ことの誓約書を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札参加資格者有資

格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として搭載されている者、

又は市老連に対して直近の４月１日以降に記載内容（住所、商号又は名称、代表者

職氏名、資本金の額、職員総数）の変更がないことの誓約書（第７号様式）を提出

した者を除く。 

４ 本条第１項第３号に定める入札（見積り）が行えないことに係る理由書については、

第７条ただし書の規定により、市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企

業者から見積を徴収し難い事由がある場合に提出するものとする。 

（額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告書等を受理したときは、内容を審査し、交付条

件に適合すると認めたときは、第３条に規定する算出方法により補助金の額を確定す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、川崎市老人クラブ連合会

補助金額の確定通知（第４号様式）、友愛チーム補助金額の確定通知（第４号様式の

２）及び市老連・区老連活動促進費補助金額の確定通知（第４号様式の３）により通

知する。 

（交付決定の取り消し） 

第１０条 市長は、補助金の交付を受けた市老連が、次の各号のいずれかに該当すると



きは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

（２） 補助金をほかの用途に使用したとき。 

（３） 第７条各号又は第８条の規定に違反したとき。 

（４） その他不正行為があると認められたとき。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、

補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき

は、期間を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、第９条の規定により補助金額を確定し、残金がある場合は、市老連はこ

れを市長に返還しなければならない。 

（書類の整備等） 

第１２条 市老連及び区老連は、事業の執行にあたっては、経理に係る帳簿及び関係

書類を整え、常に整備しなければならない。 

２ 市老連及び区老連は、前項に規定する収支の証拠書類は、当該補助事業完了の日

の属する年の会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（調査及び監査） 

第１３条 市長は、必要に応じて、市老連及び区老連に対して関係書類の提出及び報

告を求め、事業内容を監査できるものとする。 

（協議事項） 

第１４条 この補助金に関する事項について、疑義が生じたときは、市及び市老連が

協議の上、これを定めるものとする。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めのない事項については、別途、健康福祉局長が定めるもの

とする。 

 

附 則 

この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

この改正要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

この改正要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

この改正要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この改正要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この改正要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この改正要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この改正要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



（別表）補助基準額 

区      分 補 助 基 準 額 

老人クラブ連合会事務局運営費 

（活動推進員及び非常勤職員人件

費） 

当該年度の予算額を上限とする 

指導者研修会費 １４６，０００円（上限） 

健康をすすめる運動普及費 ３６０，０００円（上限） 

友愛チーム研究協議会費 ２００，０００円（上限） 

活動促進費 会員数×９０円（市老連４５円×区老連４５円）（上限） 

趣味の作品展開催費 １６２，０００円（上限） 

友愛チーム活動費 友愛チーム数×４５，０００円（上限） 

活動促進費 ９区×３４０，０００円（上限） 

その他予算で認められたもの 当該年度の予算額を上限とする 

 



第１号様式

 第   号 

年  月  日 

 川崎市長 様

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

 公益財団法人川崎市老人クラブ連合会

   理事長              

年度川崎市老人クラブ連合会補助金交付申請書

 標記について、次のとおり補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請

します。

１ 申請金額      

金         円

２ 添付書類 

（１）    年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会事業計画書

（２）    年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会収支予算書

（３）公益財団法人川崎市老人クラブ連合会定款



第１号様式の２

 第   号 

年  月  日 

 川崎市長 様

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

 公益財団法人川崎市老人クラブ連合会

   理事長              

年度友愛チーム補助金交付申請書

 標記について、次のとおり補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請

します。

１ 申請金額      

金         円

２ 添付書類 

（１）    年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会事業計画書

（２）    年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会収支予算書

（３）公益財団法人川崎市老人クラブ連合会定款



第１号様式の３

 第   号 

年  月  日 

 川崎市長 様

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

 公益財団法人川崎市老人クラブ連合会

   理事長              

年度市老連・区老連活動促進費補助金交付申請書

 標記について、次のとおり補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請

します。

１ 申請金額      

金         円

２ 添付書類 

（１）    年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会事業計画書

（２）    年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会収支予算書

（３）公益財団法人川崎市老人クラブ連合会定款



第２号様式

川崎市老人クラブ連合会補助金交付決定通知書兼指令書

川崎市指令健高在第  号 

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

  理事長          

     年 月 日付け    第   号をもって交付申請のあった   

年度川崎市老人クラブ連合会補助金については、次の条件を付けて、    

円を交付する。

 年 月 日

川崎市長                

１ この補助金は、   年度川崎市老人クラブ連合会補助金交付要綱別表に

掲げる補助対象経費に充当することとし、他の目的に支出しないこと。

２ 補助金の使途を明確にし、証拠書類及び関係帳簿を常に整備しておくこと。

３ 虚偽の申請、その他不正な手続で補助金の交付を受けた場合及び精算の結

果この補助金に残額が生じた場合は、この補助金の全額又は一部の返還を命

じることがある。

  ４ 年度終了後、川崎市老人クラブ連合会補助金実績報告書を速やかに提出す

ること。



第２号様式の２

友愛チーム補助金交付決定通知書兼指令書

川崎市指令健高在第  号 

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

  理事長          

     年 月 日付け    第   号をもって交付申請のあった   

年度友愛チーム補助金については、次の条件を付けて、    円を交付す

る。

 年 月 日

川崎市長                

１ この補助金は、   年度川崎市老人クラブ連合会補助金交付要綱別表に

掲げる補助対象経費に充当することとし、他の目的に支出しないこと。

  この補助金の内訳は、次のとおりとする。

（１） 老人クラブ連合会友愛チーム活動費補助金

チーム ×       円 ＝          円

（２） 老人クラブ連合会友愛チーム研究協議会費補助金

       円

２ 補助金の使途を明確にし、証拠書類及び関係帳簿を常に整備しておくこと。

３ 虚偽の申請、その他不正な手続で補助金の交付を受けた場合及び精算の結

果この補助金に残額が生じた場合は、この補助金の全額又は一部の返還を命

じることがある。

４ 年度終了後、川崎市老人クラブ連合会補助金実績報告書を速やかに提出す

ること。



第２号様式の３

市老連・区老連活動促進費補助金交付決定通知書兼指令書

川崎市指令健高在第  号 

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

  理事長          

     年 月 日付け 川老連第   号をもって交付申請のあった   

年度市老連・区老連活動促進費補助金については、次の条件を付けて、    

円を交付する。

 年 月 日

川崎市長                

１ この補助金は、   年度川崎市老人クラブ連合会補助金交付要綱別表に

掲げる補助対象経費に充当することとし、他の目的に支出しないこと。

  この補助金の内訳は、次のとおりとする。

 （内訳）

老人クラブ会員数      人×  円＝         円

２ 補助金の使途を明確にし、証拠書類及び関係帳簿を常に整備しておくこと。

３ 虚偽の申請、その他不正な手続で補助金の交付を受けた場合及び精算の結

果この補助金に残額が生じた場合は、この補助金の全額又は一部の返還を命

じることがある。

４ 年度終了後、川崎市老人クラブ連合会補助金実績報告書を速やかに提出す

ること。



第３号様式

第   号 

年 月 日 

川崎市長  様

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

理事長               

   年度川崎市老人クラブ連合会補助金実績報告書

年度川崎市老人クラブ連合会事業実績について、関係書類を添えて報告い

たします。

１ 添付書類 

（１）   年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会事業報告書

（２）   年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会収支決算書



第３号様式の２

第   号 

年 月 日 

川崎市長  様

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

理事長               

   年度友愛チーム補助金実績報告書

年度友愛チーム事業実績について、関係書類を添えて報告いたします。

１ 添付書類 

（１）   年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会事業報告書

（２）   年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会収支決算書



第３号様式の３

第   号 

年 月 日 

川崎市長  様

〒２１０－０８３４        

川崎市川崎区大島１－９－６    

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

理事長               

   年度市老連・区老連活動促進費補助金実績報告書

年度市老連・区老連活動促進事業実績について、関係書類を添えて報告い

たします。

１ 添付書類 

（１）   年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会事業報告書

（２）   年度公益財団法人川崎市老人クラブ連合会収支決算書



第４号様式

   年度川崎市老人クラブ連合会補助金額確定通知書

〒２１０－０８３４         

川崎市川崎区大島１－９－６     

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

理事長名              

    年 月 日付けで実績報告のあった   年度川崎市老人クラブ連合

会事業については、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するも

のと認め、次のとおり補助金の額を確定しましたので、通知します。

１ 補助金交付確定額          

金               円

２ 精算額

 （１）補助金（当初申請）額                  円

 （２）補助金交付確定額                    円

 （３）精算額（１）－（２）                  円

年 月 日

川崎市長



第４号様式の２

   年度友愛チーム補助金額確定通知書

〒２１０－０８３４         

川崎市川崎区大島１－９－６     

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

理事長名              

    年 月 日付けで実績報告のあった   年度友愛チーム事業につい

ては、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものと認め、次の

とおり補助金の額を確定しましたので、通知します。

１ 補助金交付確定額          

金               円

２ 精算額

 （１）補助金（当初申請）額                  円

 （２）補助金交付確定額                    円

 （３）精算額（１）－（２）                  円

年 月 日

川崎市長



第４号様式の３

   年度市老連・区老連活動促進費補助金額確定通知書

〒２１０－０８３４         

川崎市川崎区大島１－９－６     

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 

理事長名              

    年 月 日付けで実績報告のあった   年度市老連・区老連活動促

進事業については、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するも

のと認め、次のとおり補助金の額を確定しましたので、通知します。

１ 補助金交付確定額          

金               円

２ 精算額

 （１）補助金（当初申請）額                  円

 （２）補助金交付確定額                    円

 （３）精算額（１）－（２）                  円

年 月 日

川崎市長



第５号様式（第８条第１項関係）

　　　年　月　日

発注実績報告書

川崎市長　様

所在地 〒

団体名

代表者 職名

氏名 印

１ 事業名

２ 発注実績（別添とすることも可）

　※対象経費のうち、100万円を超える工事、委託、物品購入に係る契約のみを記載してください。 （単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

３ 添付書類

（注）市内中小企業者の定義

　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、市内に

主たる事務所又は事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業）

　※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者

合計

　　年　月　日第　号で交付決定された事業について、川崎市老人クラブ連合会補助金交付要綱第８条第
１項に基づき、次のとおり報告します。

契約種別
(工事、委
託、物品)

契約名称 業者名
市内中小

の別
契約金額契約日

（２）市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者から見積りを徴取し難い事由
　　　がある場合は、入札（見積り）に係る理由書

（１）上記、契約結果の分かる書類の写し



第６号様式（第８条第１項関係）

　　　年　月　日

入札（見積り）が行えないことに係る理由書

（※辞退届を含む。）

※複数の理由に当てはまる場合は、（１）から（６）の順に最初に当てはまる１つの理由を選択してください。

（注）市内中小企業者の定義
　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、市内に主たる事務所又は
事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業）
　※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者

団体名

代表者 職名

氏名 印

（６）上記以外の事由（事由内容を下記に記載）

（１）市内中小企業者で取扱いがない

（５）工事を発注する場合で、発注する仕様に定める施工中や施工後の保証内容等を
　　　含め、市内中小企業者では対応できないもの

　（６）の理由を選択した場合、その事由内容

　川崎市老人クラブ連合会補助金交付要綱第８条に定める市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者か
らの見積書の徴収により難い理由について、十分な調査を行った結果、上記理由に該当すると判断いたしました。上記
理由に該当しないことが明らかになった場合、交付された助成金の全部または一部を返還いたします。

 市内中小企業者による見積書

 市内中小企業者以外による見積書

通

通

４．市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴収が行えない理由

（４）継続的に行っている既存設備のメンテナンスや工事の施工における保証等で、特定
　　　業者でなければアフターサービス等に支障がある

（３）特殊な技術や経験・知識を特に必要とするもので、市内中小企業者では目的が達成で
      きない

（２）２者以上の市内中小企業者で取扱いがない

３．提出する見積書の種類及び数量

１． １００万円を超える工事請負・物品の購入・業務委託の契約について、市内中小企業者による
　　入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴収が行えない契約

２．発注先



第７号様式（第８条第３項関係） 

誓  約  書 

私は、次の案件の入札に参加または見積書の提出を行うにあたり、

当社が川崎市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業基本法

（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項各号のいずれかに該当する

中小企業者であることを誓約します。 

 

 案件名                         

※本誓約書に虚偽の記載があった場合には、上記案件に係る入札・見積り等の契約手続 

から除外または契約を解除する場合があります。 

 

【参考】 

○中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号） 

（中小企業者の範囲及び用語の定義）  

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に

掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施

されるように施策ごとに定めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百

人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号

までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人

以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百

人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五

十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

○川崎市内企業の定義  

川崎市内に主たる事務所又は事業所を有する企業（原則として川崎市内に登記簿上の本店が

ある企業、個人事業主については住所が川崎市内にあるもの）をいう。 

 

                           年  月  日  

 （あ て 先） 

  補助事業者名  

補助事業者の代表者名   

 

          住   所                      

          商号又は名称                     

           （ふりがな）                  

          代表者職氏名                 印 

          資本金の額          円 

          職員総数           人 

              （※代表者・役員を含む常時雇用されている人数を記入してください。） 


